
 

市立三次中央病院の倫理綱領 
 

1. 医療の質の向上 
 我々は医療の質の向上に努め，人格教養を高めること

によって，全人的医療を目指す。  

 

2. 医療記録の適正管理 
   我々は医療記録を適正に管理し，原則として開示する。 

 

3. 権利擁護とプライバシーの保護 
  我々は病める人々の権利の擁護と，プライバシーの保護 

 に努める。 

 

4. 安全管理の徹底 
我々は病院医療に関わるあらゆる安全管理に，最大の努

力を払う。 

 

5. 地域社会との連携の推進 
我々は地域の人々によりよい医療を提供するために，地

域の人々とはもちろんのこと，地域の医療機関との緊密

な連携に努める。 
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